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は
じ
め
に

　
交
通
と
は
、
人
の
流
れ
で
あ
る
。
戦
国
期
の
交
通
政
策
に
つ
い
て
は
、
東
国
大

名
の
伝
馬
制
、
織
田
政
権
の
関
所
撤
廃
と
道
路
・
橋
梁
の
架
設
、
豊
臣
政
権
に
よ

る
継
承
な
ど
が
一
般
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

1

。

　
し
か
し
、
西
国
大
名
で
あ
る
毛
利
氏
の
場
合
、
こ
れ
ら
を
明
確
に
示
す
史
料
が

あ
ま
り
検
出
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
交
通
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
自
体
は
可

能
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
当
該
分
野
の
基
礎
的
な
成
果
と
し
て
は
、
秋
山
伸
隆
氏

2

の
研
究

が
あ
る
。
秋
山
氏
は
、
①
「
要
港
へ
の
直
轄
関
の
設
定
、
諸
浦
に
お
け
る
私
関
の

容
認
と
い
う
対
照
的
な
海
関
の
存
在
形
態
か
ら
、
海
上
交
通
支
配
の
基
調
を
読
み

と
る
な
ら
ば
、
毛
利
氏
は
領
国
支
配
的
観
点
か
ら
要
港
を
原
則
と
し
て
直
接
掌
握

し
、
局
地
的
な
海
上
交
通
の
場
で
あ
る
諸
浦
に
つ
い
て
は
、
領
主
層
の
浦
支
配
権

を
容
認
し
た
」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
②
「
毛
利
氏
の
市
町
支
配
は
経
済
・
流
通

政
策
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
直
接
的
に
は
幹
線
路
と
し
て
の
山
陽
道
の
確
保
と

い
う
軍
事
的
な
色
彩
の
濃
い
交
通
政
策
と
し
て
実
現
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
」、「
戦

国
大
名
と
し
て
の
毛
利
氏
の
流
通
支
配
は
、
天
正
十
四
年
以
降
の
豊
臣
政
権
の
軍

事
動
員
に
対
応
す
る
な
か
で
、
新
た
な
変
質
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

と
述
べ
た
。

　
そ
の
後
、
②
に
関
し
て
は
本
多
博
之
氏

3

が
、
戦
国
織
豊
期
の
運
輸
や
交
通
の

歴
史
的
展
開
と
、
城
下
町
成
立
の
関
係
性
を
論
じ
る
な
か
で
考
察
し
た
。
つ
ま
り
、

「
実
際
に
軍
勢
を
送
る
前
の
早
い
段
階
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
備
後
国
か
ら
九

州
に
か
け
て
「
道
橋
普
請
」
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
一
連
の
過
程
は
、
結
果
と
し
て
大
名
毛
利
氏
の
領
国
支
配
の
強

化
に
も
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
た
。

　
実
の
と
こ
ろ
、
戦
国
期
か
ら
豊
臣
期
に
か
け
て
の
、
毛
利
氏
の
交
通
政
策
の
展

開
に
関
し
て
は
、
秋
山
説
以
降
の
議
論
に
付
け
加
え
る
論
点
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
、
九
州
出
兵
（
島
津
氏
攻
め
）
期
に
注
目
す
る
と
政
策
の
変
化
に
つ
い
て

解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
豊
臣
政

権
の
命
令
・
指
示
の
性
格
や
、
大
名
に
よ
る
対
応
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
大
名
領

国
の
支
配
の
本
質
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
以
上
の
視
角
か
ら
、
本
稿
で
は
、
九
州
出
兵
期
に
お
け
る
大
名
毛
利
氏

の
交
通
政
策
に
つ
い
て
準
備
段
階
の
天
正
十
四
年
か
ら
、
実
施
段
階
の
天
正
十
五

年
の
事
例
を
も
と
に
検
討
し
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
領
国
支
配
の
特
質
に
迫
り
た

い
。一

　
赤
間
関
に
お
け
る
御
座
所
設
営

　
本
章
で
は
、
九
州
出
兵
の
準
備
段
階
で
あ
る
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
に

お
け
る
毛
利
氏
の
交
通
政
策
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
天
正
十
三
年
七
月
に
関
白
と
な
っ
た
秀
吉
は
、
翌
十
四
年
に
九
州
出
兵
に
向
け

て
準
備
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
、
四
月
十
日
に
は
秀
吉
朱
印
状

4

（「
覚
」
十
四

箇
条
）
が
毛
利
輝
元
に
発
給
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
秀
吉
が
輝
元
に
実
施
を
求
め
た

諸
政
策
に
つ
い
て
列
挙
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
覚
」
は
、
秀
吉
が

九
州
へ
の
軍
勢
（
将
兵
）
の
派
遣
を
念
頭
に
置
い
て
、
京
・
大
坂
か
ら
九
州
へ
最

短
距
離
で
向
か
う
た
め
、
第
三
条
に
「
海
陸
役
所
停
止
事
」、
第
八
条
に
「
至
九

州
通
道
可
作
之
事
」、
第
九
条
に
「
一
日
路
々
々

　
御
座
所
城
構
事
」
と
定
め
た

	

九
州
出
兵
期
毛
利
氏
の
交
通
政
策

	

中
　
原

　
寛

　
貴
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も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秀
吉
「
覚
」
で
は
陸
路
・
海
路
の
関
所
を
撤
廃
し
、
九

州
に
向
か
う
交
通
路
の
整
備
、
ま
た
一
日
ご
と
に
宿
泊
す
る
御
座
所
の
設
営
に
関

し
て
命
じ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
て
天
正
十
四
年
六
月
一
日
に
毛
利
氏
が
、
領
国
全
体
に

通
達
し
た
の
が
「
分
国
掟
之
条
々
」5

で
あ
る
。
こ
の
分
国
法
は
、
安
芸
国
衆
の
天

野
氏
に
対
し
て
毛
利
輝
元
の
奉
行
人
桂
左
衛
門
大
夫
（
就
宣
）・
粟
屋
掃
部
助
（
元

真
）・
渡
辺
石
見
守
（
長
）
が
連
署
し
て
発
給
し
た
も
の
で
あ
り
、「
諸
関
停
止
之 

事
」（
一
条
目
）・「
渡
舟
定
之
事
」（
二
条
目
）・「
人
沙
汰
之
事
」（
三
条
目
）
の

計
三
条
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
衆
一
揆
を
基
盤
に
成
立
し
た
毛
利
氏
権
力

が
、
豊
臣
政
権
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
国
衆
ら
へ
従
来
に
な
い
強
硬
な
姿
勢
で
諸
政

策
の
実
施
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
一
条
目
の
関
の
停
止
と
二
条
目
の

渡
船
の
料
金
規
定
は
、「
覚
」
で
定
め
て
い
る
関
所
の
撤
廃
を
ふ
ま
え
て
い
る

6

。

　
そ
の
後
は
、
豊
臣
秀
吉
や
そ
の
将
兵
が
本
州
か
ら
九
州
へ
移
動
す
る
た
め
、
関

門
海
峡
を
い
か
に
渡
航
す
る
の
か
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
た

7

。
以
下
で
は
、
こ

の
点
に
つ
い
て
史
料
を
も
と
に
検
討
し
た
い
。

　
　
【
史
料
1
】

　
　
　
　
輝
元
公

　
　
　
　
　
御
判

　
　
　
彼
普
請
兵
粮
之
儀
、
於

（
長
門
国
）

関
百
俵
、
山

（
周
防
国
）

口
に
て
廿
俵
、
對
柳

（
柳
沢

　
新

元
政
）

可
有
御
渡

之
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内

　
与
三

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
栄
判
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児

　
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
貫
判
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
国

（
国
司

　
対

就
信
）

　
　
　
　
　
　
　
　
黒

　
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
国

（
国
司

　
雅

元
信
）

　
　
【
史
料
2
】

　
　
　
関

（
豊
臣
秀
吉
）

白
殿
御
座
所
事
関

ニ

相
定
候
、
普
請
為
入
目
参
百
五
十
貫
対
柳
新
右
可

相
渡
候
、
反
銭
無
之
候
ハ
ヽ
、
福

（
福
原
就
直
）

蔵
・
桂

（
桂
元
盛
）

源
申
候
而
其
方
共
手
前
へ
可
借

用
候
、
不
可
有
緩
候
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
て
る
元
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
対

　
　
　
　
　
　
　
　
黒

　
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
雅

　
【
史
料
1
】8

は
七
月
二
十
五
日
付
け
で
内
藤
与
三
右
衛
門
尉
（
元
栄
）
と
児
玉

市
允
（
元
貫
）
が
毛
利
輝
元
の
袖
判
を
得
て
、
い
わ
ゆ
る
山
口
奉
行
と
し
て
知
ら

れ
る
国
司
対
馬
守
（
就
信
）・
同
雅
楽
允
（
元
信
）・
黒
川
兵
部
丞
に
宛
て
て
発
給

し
た
連
署
書
状
の
写
で
あ
る
。「
普
請
」
に
従
事
す
る
労
働
者
の
対
価
で
あ
る
「
兵

粮
」（
飯
米
）
を
、
長
門
国
赤
間
関
で
百
俵
、
周
防
国
山
口
で
二
十
俵
用
意
し
、

柳
沢
元
政
に
勘
渡
せ
よ
と
指
令
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
残
念
な
が
ら
、【
史
料
1
】
の
「
普
請
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
判

然
と
し
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、【
史
料
2
】9

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
【
史
料
1
】
と
異
な
り

10

、『
閥
閲
録
』
や
『
譜
録
』
の
原
本
の
一
部
に

あ
た
る
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
国
司
家
文
書
」
に
伝
来
し
た
、
七
月
二
十

五
日
付
け
国
司
対
馬
守
（
就
信
）・
同
雅
楽
允
（
元
信
）・
黒
川
兵
部
丞
宛
て
毛
利

輝
元
書
状
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、「
関
白
殿
御
座
所
」
の
場
所
が
、
長

門
国
赤
間
関
に
決
定
し
た
。「
普
請
」
の
費
用
三
五
〇
貫
を
柳
沢
元
政
に
渡
せ
。

反
銭
が
無
け
れ
ば
、
福
原
就
直

11

と
桂
元
盛
か
ら
借
用
し
ろ
と
命
じ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、【
史
料
1
】
と
【
史
料
2
】
は
同
様
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
は
同
日
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
関
連
史
料
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。

　
し
た
が
っ
て
、【
史
料
1
】
の
「
普
請
」
と
は
、
豊
臣
秀
吉
の
御
座
所
の
設
営

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
御
座
所
が
ど
の
よ
う
に
建
設
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
具
体
化
す
る
た
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め
、「
国
司
家
文
書
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
次
の
史
料
を
分
析
し
た
い

12

。

　
　
【
史
料
3
】

　
　
　
於
下
関
普
請
道
具
之
儀
申
付
候
、
鍬
之
儀
百
具
可
申
付
候
、
然
者
右
之
調

候
儀
可
申
付
候
、
出
来
候
者
柳
新
右

ニ

相
渡
候
、
可
至
候


、
神

（
神
田
元
忠
）

惣
よ

り
申
候
者
其
儀
候
ハ
ヽ
、
別
而
之
儀
に
て
ハ
無
之
候
、
為
心
得
候


、

謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
る
元
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
対

　
　
　
　
　
　
　
　
黒

　
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
雅

　
　
【
史
料
4
】

　
　
　
関
ノ
普
請

ニ

人
足
可
入
候
、
三

（

長

門

国

）

河
内
給
儀
く
は
り
候
て
人
足
廿
人
ほ
と
も

可
申
付
候
、
そ
れ
ほ
と
な
ら
す
候
ハ
ヽ
、
其
内
も
可
申
付
候
、
兵
粮
之
儀

と
ハ
可
遣
候
、
そ
れ
ハ
柳
新
右
と
可
談
合
候


、
不
可
有
緩
候


、

謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
る
元
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
対

　
　
　
　
　
　
　
　
黒

　
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
雅

　
こ
れ
は
日
付
が
前
後
す
る
も
の
の
、【
史
料
2
】
と
同
様
、国
司
対
馬
守
（
就
信
）・

同
雅
楽
允
（
元
信
）・
黒
川
兵
部
丞
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
で
あ
る
。

　
【
史
料
3
】
は
、
赤
間
関
に
お
け
る
「
普
請
」
の
道
具
に
関
し
て
、
鍬
百
本
を

用
意
す
る
よ
う
厳
命
せ
よ
。
そ
の
準
備
が
で
き
次
第
柳
沢
元
政
に
勘
渡
す
る
よ
う

に
と
述
べ
て
い
る
。

　
【
史
料
4
】
は
、
赤
間
関
の
「
普
請
」
で
は
人
夫
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
長
門

国
三

（
み
か
わ
ち
）

河
内
か
ら
二
十
人
ほ
ど
招
集
し
ろ
。
そ
の
人
数
が
用
意
で
き
な
け
れ
ば
、
山

口
奉
行
の
配
下
の
者
に
も
命
じ
よ
。「
兵
粮
」
を
支
給
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
柳

沢
元
政
と
相
談
せ
よ
と
指
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
か
ら
、【
史
料
1
】
か
ら
【
史
料
4
】
は
、
日
付
が
七
月
二
十
三
日
か
ら

二
十
六
日
と
近
く
、
い
ず
れ
も
宛
先
や
内
容
が
共
通
す
る
た
め
関
連
史
料
で
あ 

り
、
秀
吉
の
御
座
所
の
設
営
に
必
要
な
人
員
・
物
品
の
調
達
や
勘
渡
を
段
階
的
に

指
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
御
座
所
の
場
所
に
つ
い
て
明
示
的
な
の
は
【
史
料
2
】
の
傍
線
部
で
、

「
関
白
殿
御
座
所
事
関

ニ

相
定
候
」
と
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
点
で
参
考
に

な
る
の
が
、
一
連
の
史
料
で
確
認
さ
れ
る
「
関
」
や
「
下
関
」
と
い
っ
た
文
言
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、【
史
料
2
】
の
傍
線
部
で
は
、
御
座
所
の
場
所
が
赤
間
関
で

あ
る
と
通
達
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
し
た
が
っ
て
、【
史
料
1
】
か
ら
【
史
料
4
】
は
、
赤
間
関
に
お
け
る
秀
吉
の

御
座
所
の
設
営
を
布
達
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
年
次
に
つ
い
て
は
【
史
料
3
】
の
傍
線
部
「
神
惣
よ
り
申
候
」
で
検

出
さ
れ
る
、
毛
利
輝
元
の
直
臣
神

（
こ
う
だ
）

田
元
忠
が
い
つ
頃
赤
間
関
に
い
た
の
か
が
重
要

で
あ
る
。
五
月
二
日
付
け
長
井
筑
後
守
（
親
房
）・
神
田
惣
四
郎
（
元
忠
）
宛
て

小
早
川
隆
景
書
状

13

に
は
「
龍（

政

家

）

造
寺
使
成
富
十（

茂

安

）

右
衛
門
尉
者
此
刻
下
向
之
条
、
渡

口
何
篇
可
被
副
御
心
候
」
と
あ
る
。
天
正
十
四
年
二
月
頃
に
豊
臣
秀
吉
が
九
州
国

分
案
を
提
示
す
る
た
め
、
大
坂
へ
赴
い
た
龍
造
寺
氏
の
使
者
成
富
茂
安
が
下
向
す

る
時
に

14

、
長
井
親
房
と
神
田
元
忠
に
「
渡
口
」
を
手
配
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

ま
た
、
本
史
料
の
後
半
部
に
は
「
黒
田
官（

孝

高

）

兵
衛
被
差
下
候
之
間
、
万
端
自
郡

（
毛
利
輝
元
）

山
可

被
仰
下
候
」
と
あ
り
、
黒
田
孝
高
が
下
向
す
る
た
め
、
安
芸
国
吉
田
郡
山
城
の
毛

利
輝
元
か
ら
仰
せ
が
下
る
と
伝
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
五
月
十
二
日
付
け
長
井
筑
後
守
（
親
房
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状

15

で
は

「
黒

（
黒
田
孝
高
）

官
事
一
両
日
中
爰
も
と
着
候
間
、
宗

（
神
田
元
忠
）

四
事
を
も
や
か
て
可
差
下
候
」
と
あ
る

よ
う
に
、
黒
田
孝
高
が
近
日
中
に
下
向
す
る
た
め
、
神
田
元
忠
を
こ
れ
か
ら
派
遣

す
る
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
七
月
十
一
日
付
け
仁
保
右
衛
門
大
夫
（
慰
保
）
宛

て
毛
利
輝
元
書
状
写

16

に
は
「
神

　
惣
在
関
候
」
と
あ
り
、
神
田
元
忠
は
赤
間
関

に
在
陣
し
た
。
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そ
し
て
、七
月
十
二
日
付
け
で
毛
利
輝
元
が
周
防
国
衆
の
椙

（
す
ぎ
の
も
り
）

杜
少
輔
四
郎
（
元

縁
）
に
宛
て
た
書
状
の
写

17

に
は
「
至
筑
紫
薩
州
各
取
出
候
、
就
其
豊
筑
取
々
動

乱
之
由
候
間
、
至
関
府
之
間
早
々
被
懸
付
」
と
あ
り
、
筑
紫
広
門
に
島
津
氏
が
攻

撃
し
た
こ
と
で
、
豊
筑
両
国
に
お
い
て
戦
闘
が
勃
発
し
、
椙
杜
氏
に
長
門
国
赤
間

関
や
同
国
長
府
へ
出
陣
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。
ま
た
、
七
月
十
四
日
付
け
大

多
和
河
内
守
（
就
重
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写

18

で
は
「
広

（
吉
見
）頼

人
数
早
々
至
関
差

出
さ
れ
候
て
給
へ
と
の
事
候
、（
中
略
）
内

（
隆
春
）藤

・
市

（
元
好
）川

以
下
差
下
候
」
と
、
石
見

国
衆
吉
見
氏
が
軍
勢
を
赤
間
関
へ
早
急
に
送
っ
て
く
れ
と
要
請
し
た
た
め
、
内
藤

隆
春
や
市
川
元
好
な
ど
を
派
遣
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
七
月
十
五
日
付
け
市
川
式
部
少
輔
（
元
好
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状 

写
19

に
は
「
防
長
衆
方
角
に
て
さ
へ
時
々
役

ニ

不
立
、
遠
国
之
衆
・
小
近
習
ま
て

差
下
成
行
不
及
是
非
候
」
と
あ
り
、「
防
長
衆
」
が
「
方
角
」
の
こ
と
で
さ
え
役

に
立
た
な
い
た
め
、「
遠
国
之
衆
」
や
「
小
近
習
」
ま
で
派
遣
す
る
の
は
や
む
を

得
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
日
付
け
の
長
井
筑
後
守
（
親
房
）・
神
田
惣

四
郎
（
元
忠
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写

20

で
は
「
防
長
家
人
今
度
関
へ
可
罷
出
之

由
申
聞
候
、
為
始
内

（
隆
春
）藤

・
市

（
元
好
）川

、
一
所
・
一
戸
之
者
迄
罷
出
候
者
之
儀
、
懇

ニ

付

立
候
て
可
越
候
」
と
、「
防
長
家
人
」
を
赤
間
関
へ
向
か
わ
せ
る
た
め
、
内
藤
隆

春
や
市
川
元
好
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
所
衆
や
一
戸
衆
に
至
る
ま
で
出
陣
さ
せ
る

よ
う
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
八
月
一
日
に
、
市
川
・
神
田
・
長
井
ら
三
名
が
連

署
し
て
福
原
貞
俊
と
嫡
子
元
俊
に
出
し
た
書
状

21

に
は
「
御
一
所
衆
無
残
頓
被
罷

出
、
被
在
関
候
」
と
あ
り
、
一
所
衆
が
赤
間
関
に
在
陣
し
た
。

　
他
方
、
軍
勢
催
促
へ
の
対
応
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
八
月
四
日
付
け

椙
杜
少
輔
四
郎
（
元
縁
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状

22

に
は
「
早
速
出
陣
之
由
候
、
誠

御
馳
走
之
至
祝
着
候
、
其
辺
之
者
共
に
今
遅
引
候
之
処
、
即
時
御
打
立
候
事
一
入

喜
悦
候
、
於
先
様
も
何
篇
神
宗
可
申
談
候
」
と
あ
る
。
椙
杜
氏
が
迅
速
に
出
陣
し

た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
伝
え
、「
其
辺
之
者
共
」
が
遅
延
し
て
い
る
な
か
、
す
ぐ

に
出
勢
し
た
の
は
喜
ば
し
い
と
述
べ
た
の
ち
、
今
後
の
こ
と
は
神
田
元
忠
と
相
談

し
て
行
動
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。

　
そ
の
後
は
、
八
月
十
一
日
付
け
長
井
筑
後
守
（
親
房
）・
神
田
惣
四
郎
（
元
忠
）

宛
て
毛
利
輝
元
書
状

23

に
「
爰
元
十
六
日
出
張
候
」
と
あ
り
、
輝
元
自
身
が
八
月

十
六
日
に
吉
田
を
出
発
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

遅
れ
た
。
つ
ま
り
、
九
月
八
日
付
け
湯
原
弾
正
忠
（
元
綱
）
宛
て
吉
川
元
長
書
状

写
24

に
は
「
今
日
八
日
至
防
府
令
陣
替
候
、
頓
関
着
候
」
と
、
輝
元
が
九
月
八
日

に
周
防
国
防
府
へ
陣
替
し
、
赤
間
関
に
急
い
で
向
か
う
と
伝
え
て
い
る
。

　
な
お
、
九
月
一
日
付
け
毛
利
輝
元
袖
判
法
度
写

25

（「
渡
船
諸
浦
申
付
法
度
」）

に
は
、
第
四
条
に
「
来
十
日
至
下
関
右

（
渡
船
）船

可
差
集
事
」
と
あ
り
、
九
月
十
日
ま
で

に
船
を
赤
間
関
に
集
め
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
九
月
十
日
付
け
内
藤

弥
左
衛
門
尉
（
元
実
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写

26

に
は
「
黒

　
官
昨
日
下
関
下
着 

候
、
以
外
急
候
条
、
整
次
第
夜
を
日
に
継
可
差
下
候
、
蔵
田
一

（
就
貞
）介

に
舟
之
儀
可
渡

候
」
と
あ
る
。
九
月
九
日
に
黒
田
孝
高
が
赤
間
関
に
到
着
し
た
。
大
変
急
い
で
い

る
た
め
、
準
備
が
出
来
次
第
昼
夜
を
問
わ
ず
船
を
赤
間
関
に
集
め
て
、
蔵
田
就
貞

27

に
渡
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
以
上
よ
り
、
神
田
元
忠
は
長
井
親
房
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も
天
正
十
四
年
五

月
か
ら
八
月
に
か
け
て
赤
間
関
付
近
で
活
動
し
た

28

。
し
た
が
っ
て
、【
史
料
1
】

か
ら
【
史
料
4
】
は
吉
田
郡
山
城
の
毛
利
輝
元
か
ら
山
口
奉
行
へ
、
赤
間
関
に
お

け
る
秀
吉
の
御
座
所
の
建
設
を
命
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
九
州
出
兵
の
準
備
を
開
始
し
た
天
正
十
四
年
四
月
、
豊
臣
政
権
、

と
く
に
豊
臣
秀
吉
は
毛
利
輝
元
に
基
本
方
針
「
覚
」
十
四
箇
条
を
提
示
し
た
。
そ

し
て
、
毛
利
氏
は
、
秀
吉
や
そ
の
将
兵
が
本
州
か
ら
九
州
へ
移
動
す
る
際
、
関
門

海
峡
を
円
滑
に
渡
航
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
理
解
し
、
同
年
七
月
赤
間
関
に

お
い
て
御
座
所
の
設
営
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
は
毛
利
氏
に
と
っ
て
、
建
設
工
事

に
従
事
す
る
人
夫
を
動
員
し
た
よ
う
に
、
赤
間
関
や
そ
の
付
近
に
お
け
る
支
配
の

進
展
に
つ
な
が
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

二
　
山
陽
道
一
帯
の
交
通
路
整
備

　
第
一
章
で
は
、
九
州
出
兵
の
準
備
段
階
で
あ
る
天
正
十
四
年
に
、
豊
臣
政
権 

か
ら
軍
事
要
請
を
受
け
た
毛
利
氏
が
、
赤
間
関
に
お
い
て
豊
臣
秀
吉
の
御
座
所
を
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建
設
し
た
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
第
二
章
で
は
、
秀
吉
の
九
州

動
座
が
差
し
迫
っ
た
天
正
十
五
年
に
お
け
る
、
毛
利
氏
の
交
通
政
策
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

　
九
州
出
兵
が
近
づ
い
た
天
正
十
五
年
に
は
、
秀
吉
ら
が
、
京
・
大
坂
か
ら
九
州

へ
い
か
に
迅
速
に
到
達
す
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た

29

。
そ
し
て
実
際
、
秀
吉
の

祐
筆
が
九
州
へ
向
か
う
間
の
出
来
事
に
関
し
て
記
し
た
「
九
州
御
動
座
記
」30

で 

は
、
毛
利
氏
領
国
の
備
中
国
中
山
や
備
後
国
赤
坂
、
三
原
、
安
芸
国
四
日
市
、
海

田
市
、
廿
日
市
、
厳
島
、
周
防
国
海
老
坂
、
富
田
、
防
府
、
山
中
、
長
門
国
埴
生
、

赤
間
関
を
通
過
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
下
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の
九
州
下
向
が
近
づ
い
た
こ
と
で
、
毛
利
氏
が
領
国
内

で
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
関
し
て
検
討
し
た
い
。

　
　
【
史
料
5
】

　
　
　
輝
元
公

　
　
　
　
　
御
袖
判

　
　
　
　
　
関
白
様

　
御
座
所

　
赤
坂

　
　
　
一
御
宿
・
い（

家

）へ
そ
の
ほ
か
普
請
、
領
村
付
別
紙

ニ

在
之
、

　
　
　
一
百
貫
之
地

ニ

う（

浮

夫

）

き
夫
拾
人
あ（

宛

）て
の
事
、

　
　
　
一
番
匠
・
鍛
冶
そ
の
ほ
か
諸
細
工
人
、
領
内

ニ

あ
り
次
第
可
召
仕
事
、

　
　
　
一
竹
木
ハ
寺
社
又
ハ
人
の
土
居
ま
は
り
、
用
次
第

ニ

き
り
用
へ
き
事
、

　
　
　
一
な（

縄

）わ
・
か（



）

つ
ら
郡
役
た
る
へ
し
、

　
　
　
一
た（

畳

）

ゝ
ミ
の
い

（
藺
）

・
と（

床

）こ
も
同
前
、

　
　
　
一
す（

炭

）ミ
・
た（

薪

）

き
木
同
前
、

　
　
　
　
　
付
、
馬
の
ぬ（

糠

）か
・
わ（

藁

）ら
同
前
、

　
　
　
右
法
度
と
し
て
相
さ
た
む
る
所
也
、
然
を
領
主
と
し
て
い
ろ
こ
ひ
さ
ま
た

け
は
届
に
及
ハ
す
、
領
地
を
押
へ
を
き
、
用
所
可
相
調
之
、
若
又
地
下
人

と
し
て
相
そ
む
か
ハ
、
掟
の
旨
に
ま
か
せ
は
た
物

ニ

か
け
、
堅
固
可
申
付

者
也
、
仍
下
知
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
正

（
天
正
十
五
年
）

月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
桂
左
衛

（
就
宣
）門

大
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
小
方
兵

（
元
信
）部

丞
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
部
又

（
元
資
）右

衛
門
尉
殿

　
【
史
料
5
】31

は
天
正
十
五
年
と
思
わ
れ
る
、
正
月
二
日
付
け
桂
左
衛
門
大
夫 

（
就
宣
）・
小
方
兵
部
丞
（
元
信
）・
佐
々
部
又
右
衛
門
尉
（
元
資
）
宛
て
毛
利
輝

元
袖
判
法
度
写
で
あ
り
、
備
後
国
赤
坂
に
お
け
る
「
関
白
様

　
御
座
所
」
の
設
営

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
百
貫
の
地
に
十
人
程
度
の
割
合
で
浮
夫
を
提
供

さ
せ
る
こ
と
（
二
条
目
）
や
、
番
匠
・
鍛
冶
な
ど
の
職
人
を
領
内
に
あ
り
次
第
招

集
す
る
こ
と
（
三
条
目
）、
竹
・
木
を
寺
社
ま
た
は
人
家
周
辺
か
ら
必
要
に
応
じ

て
伐
採
し
て
利
用
す
る
こ
と
（
四
条
目
）、
縄
や
葛
、
畳
の
藺
・
床
と
い
っ
た
建

築
資
材
（
五
・
六
条
目
）、
炭
・
薪
と
い
っ
た
燃
料
（
七
条
目
）、
糠
・
藁
と
い
っ

た
馬
の
餌
を
郡
ご
と
に
賦
課
す
る
こ
と
（
付
則
）
を
厳
命
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
を
妨
害
す
る
領
主
の
領
地
は
没
収
し
、
服
従
し
な
い
地
下
人
は
磔
に
す
る
と

い
う
罰
則
を
設
け
て
い
る
。

　
先
行
研
究
と
し
て
は
、
宛
先
の
桂
就
宣
と
小
方
元
信
、
佐
々
部
元
資
の
役
割
を
、

横
畠
渉
氏

32

が
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
天
正
十
五
年
正
月
三
日
付
け
二
宮

太
郎
右
衛
門
尉
（
就
辰
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写

33

に
は
「
中

（
備
中
国
）

山
・
赤

（
備
後
国
）

坂
御
宿
入

目
之
儀
、
以
注
文
申
聞
候
、
其
上
宿
か
へ
の
奉
行
共

ニ

奉
書
遣
之
候
」
と
あ
る
。

備
中
国
中
山
と
備
後
国
赤
坂
に
設
け
る
予
定
の
「
御
宿
」
の
必
要
経
費
を
、「
注

文
」
に
し
た
が
っ
て
命
じ
た
。「
宿
か
へ
の
奉
行
共
」
に
は
「
奉
書
」
を
送
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
十
八
日
付
け
桂
左
衛
門
大
夫
（
就
宣
）・
小
方
兵

部
丞
（
元
信
）・
佐
々
部
又
右
衛
門
尉
（
元
資
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写

34

で
は
「
其

許
御
宿

（
こ
し
ら
へ
）

誘
之
儀
、
追
々
申
遣
候
、
関
白
殿
御
下
向
三
月
朔
日
弥
必
定
候
、
最
前
之

村
（

く

ば

り

）

賦
之
内
自
然
難
渋
方
候
共
、
堅
申
付
、
急
度
普
請
可
相
調
事
肝
要
候
」
と
、「
御 

宿
」
の
普
請
に
つ
い
て
、
秀
吉
の
下
向
が
三
月
一
日
に
決
定
し
た
た
め
、「
最
前

之
村
賦
」
の
う
ち
従
わ
な
い
者
が
い
た
と
し
て
も
、
厳
命
し
て
早
急
に
準
備
す

る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
横
畠
渉
氏
は
「「
宿
か
へ
の
奉
行
共
」
と
い

う
の
は
お
そ
ら
く
輝
元
か
ら
具
体
的
実
務
を
指
示
さ
れ
た
桂
就
宣
・
小
方
元
信
・ 
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佐
々
部
元
資
の
こ
と
」
と
指
摘
し
た
。

　
し
か
も
、「
宿
か
へ
の
奉
行
共
」
に
関
す
る
史
料
は
ほ
か
に
も
存
在
し
、
三
月

十
一
日
付
け
西
堂
（
安
国
寺
恵
瓊
）
宛
て
桂
平
次
郎
（
元
綱
）・
小
方
兵
部
丞
（
元

信
）・
佐
々
部
又
右
衛
門
尉
（
元
資
）
連
署
書
状

35

に
は
「
関
白
様
尾
道
へ

　
御
通

之
由
候
条
、
尾
道
へ
之
道
橋
可
申
付
之
由
承
候
、
は
た
と
驚
入
候
、
明
日
爰
許
へ

御
着
之
由
候
間
、
成
申
間
敷
候
、
第
一
御
茶
屋
如
御
覧
候
、
三
原
へ
之
路
次

ニ

仕

候
ハ
ヽ
、
又
尾
道
へ
之
道
ハ
仕
替
候
事
不
成
儀
候
、
尾
道
へ
御
通
候
者
、
道
橋
御

茶
屋
礑
成
間
敷
候
条
、
三
人
越
度

ニ

成
候
ハ
ぬ
や
う
大

（
大
谷
吉
継
）

谷
殿
へ
被
仰
分
候
て
可
被

下
候
」
と
あ
る
。
秀
吉
が
備
後
国
尾
道
を
通
過
す
る
と
い
う
情
報
が
入
っ
た
。「
道

橋
」
の
整
備
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
驚
い
て
い
る
。
三
月
十
二
日
は
三
原

に
到
着
す
る
予
定
だ
っ
た
た
め
、も
う
間
に
合
わ
な
い
。
尾
道
の
「
道
橋
」
や
「
御

茶
屋
」
の
準
備
は
で
き
て
お
ら
ず
、「
三
人
」（
桂
・
小
方
・
佐
々
部
）
に
落
ち
度

が
な
い
こ
と
を
大
谷
吉
継
へ
取
り
成
し
て
く
れ
と
、
安
国
寺
恵
瓊
に
求
め
て
い 

る
。

　
付
言
す
る
と
、
こ
の
史
料
の
差
出
に
は
「
桂
左
次
元
綱
（
花
押
）」
と
あ
る
。

桂
元
綱
は
、
就
宣
の
嫡
男
と
し
て
知
ら
れ
る
が

36

、
そ
の
名
乗
り
は
平
次
郎
で
あ

る
た
め
検
討
の
余
地
が
残
る
。
そ
こ
で
、
広
島
県
立
文
書
館
に
あ
る
原
本
の
写
真

帳
を
も
と
に
校
合
し
た
と
こ
ろ
、「
桂
左
次
」
で
は
な
く
、「
桂
平
次
」
と
な
っ
て

い
た

37

。
こ
の
た
め
、
桂
元
綱
は
、
父
の
就
宣
ら
と
と
も
に
「
宿
か
へ
の
奉
行
共
」

と
し
て
の
任
務
に
あ
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
宿
か
へ
の
奉
行
共
」
を
実
質
上
務
め
た
の
は
、
桂
就
宣
・
元

綱
父
子
と
小
方
元
信
、
佐
々
部
元
資
で
あ
り
、
秀
吉
の
下
向
が
近
づ
い
た
こ
と
で

御
座
所
の
設
営
だ
け
で
な
く
、
交
通
路
の
整
備
も
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
他
地
域
の
場
合
、
毛
利
氏
は
い
か
な
る
指
令
を
下
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
の
史
料
を
見
た
い
。

　
　
【
史
料
6
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
公
袖
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
白
様
御
座
所

　
　
　
一
御
宿
・
い（

家

）へ
其
ほ
か
普
請
、
当
郡
一
郡

ニ

引
宛
之
、

　
　
　
一
百
貫
之
地

ニ

う（

浮

夫

）

き
夫
拾
人
宛
之
事
、

　
　
　
一
番
匠
・
鍛
冶
そ
の
ほ
か
諸
細
工
人
、
領
内

ニ

あ
り
次
第
可
召
仕
候
事
、

　
　
　
一
竹
木
は
寺
社
又
ハ
人
の
土
居
ま
は
り
、
用
次
第
き
り
用
へ
き
事
、

　
　
　
一
な（

縄

）わ
・
か（



）

つ
ら
郡
役
た
る
へ
し
、

　
　
　
一
た（

畳

）

ゝ
ミ
の
糸

（
マ
マ
）等

も
同
前
、

　
　
　
一
す（

炭

）ミ
・
た（

薪

）

き
木
同
前
、

　
　
　
　
　
　
付
り
、
馬
の
ぬ（

糠

）か
・
わ（

藁

）ら
同
前
、

　
　
　
　
右
法
度
と
し
て
相
さ
た
む
る
所
也
、
然

（
マ
マ
）り

領
主
と
し
て
涛

（
マ
マ
）を

な
し
相

さ（

マ

マ

）

き
た
け

ハ

不
届
及
候
、
領
地
を
押
を
き
、
所
用
可
相
調
候
、
若
又
地

下
人
と
し
て
相
そ
む
か
ハ
、
掟
の
旨
に
ま
か
せ
は
た
も
の

ニ

か
け
、
堅

固
ニ

可
申
付
候
也
、
仍
下
知
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
正

（
天
正
十
五
年
）

月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
宛
名
ナ
シ
）

　
【
史
料
6
】38

は
、
江
戸
時
代
に
長
府
藩
が
藩
士
に
、
各
家
の
由
緒
書
や
家
伝
文

書
の
書
上
げ
の
提
出
を
命
じ
、
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
あ
る
い
は
元
禄
二
・
三

年
（
一
六
九
〇
・
一
六
九
一
）
に
提
出
さ
せ
た
「
天
和
家
状
」39

の
う
ち
、
周
防
国

佐
波
郡
司
を
務
め
た
羽

（
は
に
）仁

氏
の
家
に
伝
来
し
た
、
正
月
二
日
付
け
毛
利
輝
元
袖

判
法
度
写
で
あ
る
。
本
史
料
は
誤
写
や
情
報
の
欠
落
が
確
認
で
き
る
が
、【
史
料

5
】
と
同
様
の
文
言
が
あ
る
た
め
、
内
容
的
に
は
十
分
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、【
史
料
5
】
と
【
史
料
6
】
の
形
式
全
体
を
比
較
す
る
と
、「
御
座
所
」

下
の
文
言
や
一
条
目
、
宛
先
を
変
更
す
れ
ば
ど
こ
で
も
使
用
可
能
な
も
の
で
あ 

り
、
法
度
は
、
例
え
ば
赤
間
関
の
よ
う
な
特
定
の
地
域
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

山
陽
道
一
帯
に
発
布
さ
れ
た
と
想
定
し
て
よ
い
。

　
次
に
、
一
条
目
に
注
目
す
る
と
秀
吉
の
「
御
宿
」40

や
、「
い
へ
」
な
ど
の
普
請

に
お
け
る
課
役
の
賦
課
単
位
が
【
史
料
5
】
で
は
「
領
村
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、【
史
料
6
】
で
は
「
当
郡
」、
す
な
わ
ち
佐
波
郡
「
一
郡
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
周
防
国
佐
波
郡
の
場
合
、
大
内
氏
か
ら
継
承
し
た
支
配
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体
制
を
利
用
し
た
。
し
か
し
、
行
政
機
構
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
、
備
後
国
赤
坂

で
は
郡
ご
と
の
賦
課
が
容
易
で
な
く
、
法
度
を
村
単
位
に
適
用
さ
せ
た
。
こ
の
た

め
、【
史
料
5
】
と
【
史
料
6
】
は
、
そ
れ
ぞ
れ
奉
行
と
郡
司
の
家
に
伝
来
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
ま
た
、【
史
料
6
】
は
羽
仁
氏
の
家
伝
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
佐
波
郡

司
を
務
め
て
い
た
羽
仁
栄
保
に
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
防
府
に
お
け
る
御
座
所

の
設
営
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
東
大
寺
に
残
さ
れ
た
、
天
正

十
五
年
七
月
二
十
五
日
付
け
周
防
国
衙
土
居
内
等
年
貢
勘
文

41

に
よ
れ
ば
、
天
正

十
四
年
八
月
か
ら
天
正
十
五
年
七
月
の
支
出
経
費
と
し
て
眼
代
浄
観
の
先
陣
下
向

や
た
び
た
び
の
使
者
の
派
遣
費
用
の
ほ
か
に
、「
関
白
様
御
宿
誘
・
家
一
間
被
立
」

と
あ
り
、
防
府
で
は
「
御
宿
」
や
「
家
」
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
【
史
料
7
】

　
　
　
「（

端

裏

書

）

就
掃
地
之
儀

ニ

吉
田
□
使
対
御
両
人
自
社
家
一
通
案
文
」

　
　
　
今
度
防
長
両
国
至
九
州

ニ

道
橋
普
請
之
儀
被
仰
付
候
、
就
其
当
社
御
神
前

馬
場
面
・
鳥
居
之
前
・
立
市
之
面
其
外
社
辺
之
儀
、
向
後
共

ニ

掃
地
可
申

付
之
由
、

　
　
　
御
上
意
之
趣
存
其
旨
候
、
其
役
者
当
市
目
代
鈴
木
大
夫

ニ

堅
固
可
申
付
候
、

若
彼
役
人
衆
於
緩
者
可
遂
注
進
候
、
於
我
等

ニ

不
可
存
無
沙
汰
候
、
猶
此

由
可
得
御
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
「
天

（
異
筆
）正

十
四
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
専
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
楽
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
玉
長（

就

尚

）

門
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
浅
源（

元

言

）

兵
衛
尉
殿

　
　
　
（
裏
書
略
）

　
【
史
料
7
】42

は
二
月
二
十
六
日
付
け
で
、
周
防
国
防
府
天
満
宮
の
慶
雄
・
重
恵

と
羽
仁
栄
保
が
児
玉
長
門
守
（
就
尚
）・
湯
浅
源
兵
衛
尉
（
元
言
）
に
宛
て
た
連

署
書
状
案
で
あ
る
。
毛
利
輝
元
が
防
長
両
国
に
、「
至
九
州

ニ

道
橋
」
の
整
備
を

命
じ
た
。「
御
神
前
馬
場
面
・
鳥
居
之
前
・
立
市
之
面
其
外
社
辺
」
を
掃
除
せ
よ

と
い
う
の
が
、
輝
元
の
意
向
で
あ
る
。
そ
の
担
当
者
を
「
市
目
代
鈴
木
大
夫
」
に

堅
く
命
じ
ろ
。
も
し
「
役
人
衆
」
に
緩
め
る
こ
と
が
あ
れ
ば
注
進
す
る
よ
う
に
と

述
べ
て
い
る
。

　
年
次
に
つ
い
て
、『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
』43

や
『
防
府
市
史
』44

で
は
、
天
正

十
四
年
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
通
説
と
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
本
多
博
之
氏

45

は
「
こ
の
文
書
は
、「
天
正
十
四
年
」
部
分
が
異

筆
で
内
容
的
に
も
天
正
十
五
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仮
に
天
正
十
四
年
二

月
で
あ
る
な
ら
ば
、
秀
吉
に
よ
る
九
州
出
兵
の
表
明
（
輝
元
へ
の
通
達
）
は
、
か

な
り
早
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
こ
の
指
摘
を

ふ
ま
え
た
う
え
で
、
差
出
の
「
郡
司
栄
保
」
に
注
目
し
た
い
。
す
る
と
、【
史
料

6
】
で
輝
元
が
、
羽
仁
栄
保
に
御
座
所
の
設
営
を
命
じ
た
の
が
天
正
十
五
年
正
月

二
日
の
こ
と
で
あ
り
、【
史
料
7
】
の
道
路
・
橋
梁
の
整
備
も
こ
れ
に
関
連
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、【
史
料
7
】
の
年
次
は
、
や
は
り
天
正
十
五

年
が
該
当
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
九
州
出
兵
の
準
備
段
階
で
あ
る
天
正
十
四
年
で
は
な
く
、
実
施

段
階
で
あ
る
天
正
十
五
年
に
、
周
防
国
佐
波
郡
司
羽
仁
栄
保
は
御
座
所
の
設
営
の

み
な
ら
ず
、
交
通
路
の
整
備
も
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う

46

。

　
さ
ら
に
、
安
芸
国
廿
日
市
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
　
【
史
料
8
】

　
　
　
態
可
申
遣
存
候
処
、
此
者
差
上
せ
候
条
申
候
、
関
白
様
御
宿
誘
之
事
不
及

申
候
へ
共
、
少
も
無
緩
可
相
調
事
専
一
候
、
隨
而
桂
少

（
元
依
）五

へ
申
候
、
城

（
桜
尾
）ま

わ
り
そ（

掃

除

）

う
ち
并
町

（
廿
日
市
）

中
さ
う
ち
之
事
、
一
段
念
を
入
可
申
付
候
、
道
之
事
是

又
堅
固

ニ

可
申
付
候
、
町
入
口
せ
ま
き
よ
し
申
候
間
、
是
又
家
を
退
候
て

可
然
候
、
は
し
無
之
所
早
々
可
相
調
候
、
何
篇
油
断
候
て
ハ
不
可
然
候
、
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元
（
穂
田
）清

へ
ハ
於

元
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
正

（
天
正
十
五
年
）

月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
輝
元
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
桂
少
輔（

元

依

）

五
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
三
上
七（

元

安

）

郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
門
田
左（

元

貞

）

馬
允
殿

　
【
史
料
8
】47

は
正
月
十
六
日
付
け
で
、
毛
利
輝
元
が
安
芸
国
桜
尾
城
番
の
桂
少

輔
五
郎
（
元
依
）・
三
上
七
郎
右
衛
門
尉
（
元
安
）・
門
田
左
馬
允
（
元
貞
）
に
宛

て
て
発
給
し
た
書
状
で
あ
る
。
先
行
研
究
と
し
て
は
、
本
多
博
之
氏

48

が
「「
関
白

様
御
宿
」
の
普
請
に
つ
い
て
指
示
し
て
お
り
、（
中
略
）
城
の
周
辺
や
町
の
清
掃

を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
道
路
や
橋
な
ど
交
通
路
の
整
備
や
、
家
の
撤
去
も
い
と

わ
ず
「
町
」
の
入
口
を
広
く
す
る
な
ど
、
秀
吉
や
秀
長
の
軍
勢
の
行
軍
を
意
識
し

て
準
備
を
お
こ
な
わ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

　
実
際
、
豊
臣
秀
吉
や
秀
長
の
九
州
下
向
が
近
づ
い
た
、
二
月
四
日
付
け
桂
少
輔

五
郎
（
元
依
）・
三
上
七
郎
右
衛
門
尉
（
元
安
）・
門
田
左
馬
允
（
元
貞
）
宛
て
毛

利
輝
元
書
状

49

に
は
「
美

（
豊
臣
秀
長
）

濃
守
殿
御
宿
儀
、
洞
雲
寺
相
定
候
哉
、
尤
候
、
具
合
可

成
ほ
と
の
調
専
一
候
」
と
あ
り
、
秀
長
が
使
用
す
る
「
御
宿
」
が
洞
雲
寺
に
決
定

し
た
た
め
、
準
備
す
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
二
月
三
十
日
付
け
桂
少

輔
五
郎
（
元
依
）・
三
上
七
郎
右
衛
門
尉
（
元
安
）・
門
田
左
馬
允
（
元
貞
）
宛
て

毛
利
輝
元
書
状
写

50

に
「
美
濃
守
殿
御
下
之
儀
、
し
か
と
の
左
右
無
之
如
何
候
哉
、

是
へ
の
送
物
儀
先
可
相
調
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀
長
の
下
向
の
様
子
を
尋
ね
た

の
ち
、
贈
物
を
調
達
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
本
史
料
に
は
「
関
白
様
御
下

候
時
の
儀
ハ
、
又
定
而
申
遣
へ
く
候
、
先
手
よ
り



ニ

な（

形

）り
よ
き
や
う

ニ

可
相

調
候
」
と
あ
り
、
秀
吉
下
向
時
の
こ
と
は
改
め
て
連
絡
す
る
。
秀
長
ら
先
鋒
隊
が

到
着
す
る
際
に
、
体
裁
を
よ
く
し
ろ
と
指
示
し
て
い
る
。

　
以
上
よ
り
、
安
芸
国
桜
尾
城
番
は
、「
宿
か
へ
の
奉
行
共
」
や
羽
仁
栄
保
と
同 

様
、
御
座
所
の
設
営
と
交
通
路
の
整
備
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
九
州
出
兵
が
差
し
迫
っ
た
天
正
十
五
年
正
月
に
な
る
と
、
秀
吉

ら
が
、
京
・
大
坂
か
ら
九
州
へ
最
短
距
離
で
到
着
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
。

そ
し
て
毛
利
氏
は
、
赤
間
関
の
み
な
ら
ず
山
陽
道
一
帯
に
、
そ
の
地
域
の
実
情
に

合
わ
せ
て
法
度
を
発
布
し
、
御
座
所
を
建
設
し
た
。
ま
た
、
宿
泊
施
設
で
あ
る
御

座
所
の
設
営
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
道
路
や
橋
梁
と
い
っ
た
交
通
路
の
整
備
を

実
施
し
た
。
こ
れ
は
、
番
匠
や
鍛
冶
な
ど
の
職
人
を
必
要
と
し
、
山
陽
道
各
地
域

に
お
け
る
毛
利
氏
の
支
配
を
強
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
お
わ
り
に

　
以
上
小
稿
で
あ
る
が
、
毛
利
氏
の
交
通
政
策
に
つ
い
て
九
州
出
兵
の
準
備
段
階

に
あ
た
る
天
正
十
四
年
か
ら
、
実
施
段
階
の
天
正
十
五
年
に
か
け
て
具
体
的
に
検

討
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
た
。
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
内
容
を
、
い

ま
一
度
ま
と
め
た
い
。

　
九
州
出
兵
の
準
備
が
始
ま
っ
た
天
正
十
四
年
四
月
、
豊
臣
政
権
、
と
く
に
豊
臣

秀
吉
は
毛
利
輝
元
に
発
給
し
た
基
本
方
針
「
覚
」
十
四
箇
条
で
、
陸
路
・
海
路
の

関
所
の
撤
廃
と
九
州
ま
で
の
交
通
路
の
整
備
、
一
日
ご
と
に
宿
泊
す
る
御
座
所
の

設
営
に
関
し
て
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
毛
利
氏
は
、
秀
吉
や
そ
の
将
兵
が

本
州
か
ら
九
州
へ
移
動
す
る
際
、
関
門
海
峡
を
円
滑
に
渡
航
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
理
解
し
、
同
年
七
月
赤
間
関
に
お
い
て
御
座
所
の
設
営
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
れ
は
毛
利
氏
に
と
っ
て
、
建
設
工
事
に
従
事
す
る
人
夫
を
動
員
し
た
よ
う
に
、

赤
間
関
や
そ
の
付
近
に
お
け
る
支
配
の
進
展
に
つ
な
が
っ
た
と
言
え
る
。

　
そ
の
後
、
九
州
出
兵
が
差
し
迫
っ
た
翌
十
五
年
正
月
に
は
、
秀
吉
ら
が
、
京
・

大
坂
か
ら
九
州
へ
最
短
距
離
で
到
着
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

先
ん
じ
て
赤
間
関
で
は
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
毛
利

氏
は
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
山
陽
道
一
帯
に
法
度
を
発
布
し
、
御
座
所
を
建

設
し
た
。
ま
た
、
宿
泊
施
設
で
あ
る
御
座
所
の
設
営
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
道

路
や
橋
梁
と
い
っ
た
交
通
路
の
整
備
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
、
番
匠
や
鍛
冶
な
ど

の
職
人
を
必
要
と
し
、
山
陽
道
各
地
域
に
お
け
る
毛
利
氏
の
支
配
を
強
め
る
も
の

で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
九
州
出
兵
期
に
お
け
る
毛
利
氏
の
交
通
政
策
は
、
豊
臣
政
権
の
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権
威
を
背
景
と
し
て
領
国
内
で
統
一
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
政
策

は
、
幹
線
路
と
し
て
の
山
陽
道
の
確
保
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ

に
は
段
階
差
が
存
在
し
、
九
州
へ
の
最
前
線
で
あ
る
赤
間
関
で
御
座
所
の
設
営
を

い
ち
早
く
お
こ
な
っ
た
の
ち
、
山
陽
道
沿
い
の
各
地
域
で
一
斉
に
実
施
す
る
と
と

も
に
、
交
通
路
を
整
備
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
地
域
に
よ
っ
て
多
様
な
状

況
が
み
ら
れ
る
が
、
当
該
期
に
お
け
る
大
名
毛
利
氏
の
、
領
国
支
配
の
強
化
の
一

端
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。







1
　

代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
新
城
常
三
著
『
戦
国
時
代
の
交
通
』（
畝
傍
書
房
、

一
九
四
三
年
）
が
あ
る
。

2
　

秋
山
伸
隆
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
流
通
支
配
の
性
格
」（
渡
辺
則
文
編
『
産
業

の
発
展
と
地
域
社
会
』
渓
水
社
、
一
九
八
二
年
、
の
ち
同
著
『
戦
国
大
名
毛
利
氏

の
研
究
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
〉
に
収
録
さ
れ
る
）。

3
　

本
多
博
之
「
戦
国
織
豊
期
西
国
の
運
輸
・
交
通
と
城
下
町
」（
仁
木
宏
編
『
戎

光
祥
中
世
織
豊
期
論
叢

　
第
五
巻

　
戦
国
織
豊
期
の
地
域
社
会
と
城
下
町

　
西
国

編
』〈
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
一
年
〉
所
収
）。

4
　

『
大
日
本
古
文
書

　
家
わ
け
第
八

　
毛
利
家
文
書
』
九
四
九
。

5
　

「
右
田
毛
利
家
文
書
」
一
六
五
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世
3
』
所
収
）、

「
天
野
毛
利
文
書
」
一
〇
八
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
）。

6
　

渡
賃
の
「
南
京
」
額
表
記
に
つ
い
て
、
本
多
博
之
氏
は
「
当
時
の
領
国
内
に
お

け
る
南
京
銭
の
広
範
な
流
通
と
通
用
の
実
状
を
ふ
ま
え
、
領
国
全
域
に
適
用
さ
せ

る
料
金
規
定
の
基
準
銭
に
、
南
京
銭
が
最
適
と
判
断
し
た
結
果
に
よ
る
と
思
わ
れ 

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
本
多
博
之
「
地
域
大
名
の
領
国
支
配
と
石
高
制

」
同

著
『
戦
国
織
豊
期
の
貨
幣
と
石
高
制
』〈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
〉
所
収
）。

7
　

例
え
ば
、
八
月
三
日
豊
臣
秀
吉
が
、
小
早
川
隆
景
や
吉
川
元
春
に
発
給
し
た
直

書
（
写
）
で
は
「
片
時
も
早
々
越
関
戸
、
門
司
要
害
等
弥
堅
固
申
付
」
と
、
早
急

に
長
門
国
赤
間
関
を
越
え
て
、
豊
前
国
門
司
城
な
ど
を
建
設
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
（『
大
日
本
古
文
書

　
家
わ
け
第
十
一

　
小
早
川
家
文
書
』
五
五
二
、『
萩
藩
閥

閲
録
』
巻
二
八

　
渡
辺
太
郎
左
衛
門

　
12
）。

　
ま
た
、
八
月
五
日
付
け
小
早
川
隆
景
宛
て
豊
臣
秀
吉
直
書
に
は
「
何
之
道

ニ

付

て
も
、
豊
後
と
関
戸
之
間
、
通
路
不
切
之
様

ニ

被
取
続
、
其
分
別
専
要
候
」
と
、

ま
た
同
日
付
け
安
国
寺
（
恵
瓊
）
宛
て
豊
臣
秀
吉
直
書
に
は
「
豊
後
・
関
戸
之
間
、

通
路
不
切
様
被
取
続
、
何
之
道
に
も
急
と
其
行
簡
要
候
」
と
あ
り
、
門
司
と
赤
間

関
を
結
ぶ
「
通
路
」
を
遮
断
さ
せ
る
な
と
指
示
し
て
い
る
（『
大
日
本
古
文
書

　

家
わ
け
第
十
一

　
小
早
川
家
文
書
』
三
九
九
・
四
〇
〇
）。

　
そ
の
後
、
九
月
二
十
五
日
付
け
安
国
寺
（
恵
瓊
）・
黒
田
勘
解
由
（
孝
高
）・
宮

木
入
道
（
堅
甫
）
宛
て
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
で
は
「
門
司
・（

長
門
国
鍋
城
）

赤
間
関
両
城
普
請
申
付

之
由
、
尤
思
召
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
門
司
城
と
鍋
城
を
建
設
し
た
こ
と
に
つ
い

て
秀
吉
が
賞
賛
し
て
い
る
（『
黒
田
家
文
書

　
第
一
巻

　
本
編
』〈
福
岡
市
博
物
館
、

一
九
九
九
年
〉、
通
し
番
号
63
）。

8
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
五
五

　
国
司
与
一
右
衛
門

　
54
。
な
お
、
史
料
中
の
傍
線

は
筆
者
が
引
い
た
も
の
で
あ
る
（
後
掲
す
る
史
料
の
傍
線
も
同
じ
）。

9
　

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
国
司
家
文
書
」。
な
お
、
本
史
料
群
の
所
在
は
、

広
島
大
学
大
学
院
院
生
の
水
野
椋
太
氏
の
御
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
記
し
て

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

10
　

【
史
料
1
】
と
同
内
容
の
文
書
が
「
国
司
家
文
書
」
に
伝
来
し
て
い
る
。
た
だ

し
こ
れ
は
写
で
あ
り
、
ま
た
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
『
閥

閲
録
』
の
文
書
を
引
用
し
て
い
る
。

11
　

福
原
就
直
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
四
年
十
一
月
一
日
付
け
福
原
内
蔵
大
夫
（
就

直
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写
に
「
麻

（
家
氏
）生

・
秋

（
種
実
）月

人
質
搦
取
之
刻
、
別
而
其
方
手
柄

之
段
神
妙
候
」
と
あ
る
。
麻
生
・
秋
月
両
氏
の
「
人
質
」
を
と
っ
た
こ
と
に
感
謝

の
意
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
十
一
月
四
日
付
け
福
原
内
蔵
大
夫
（
就
直
）
宛
て

毛
利
輝
元
書
状
写
で
は
「
其
方
事
今
度
人
質
番
至
山
口
差
上
候
」
と
あ
り
、「
人

質
番
」
と
し
て
周
防
国
山
口
に
向
か
う
よ
う
命
じ
て
い
る
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻

一
〇
五

　
福
原
又
右
衛
門

　
5
・
6
）。
こ
の
た
め
、
福
原
就
直
は
人
質
の
番
に

あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

12
　

【
史
料
2
】
か
ら
【
史
料
4
】
の
写
は
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
毛
利
家
文
庫
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二
三
譜
録

　
国
司
木
工
信
処
」
で
確
認
で
き
る
。

13
　

「
毛
利
家
文
庫
遠
用
物
所
収
文
書
」
二
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世
3
』
所 

収
）。

14
　

当
時
の
豊
臣
政
権
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
に
関
し
て
は
、
尾
下
成
敏
「
九
州
停
戦

命
令
を
め
ぐ
る
政
治
過
程

－

豊
臣
「
惣
無
事
令
」
の
再
検
討

－

」（『
史
林
』
九
三

―
一
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

15
　

「
毛
利
家
文
庫
遠
用
物
所
収
文
書
」
三
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世
3
』
所 

収
）。

16
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
六
〇

　
仁
保
太
左
衛
門

　
29
。

17
　

中
司
健
一
・
岡
松
仁
・
中
原
寛
貴
・
水
野
椋
太
・
光
成
準
治
「「
椙
杜
家
文
書
」

の
翻
刻
と
解
説
1

－

成
巻
文
書
（
中
世
）

－

」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』
三
二
二
、

二
〇
二
三
年
刊
行
予
定
、
通
し
番
号
20
）。

18
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
一
二
三

　
大
多
和
惣
兵
衛

　
26
。

19
　

山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
毛
利
家
文
庫

　
二
三
譜
録

　
二
宮
太
郎
右
衛
門
辰
相
」。

20
　

「
毛
利
家
文
庫
遠
用
物
所
収
文
書
」
四
八
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世

3
』
所
収
）。

21
　

「
岡
部
家
文
書
」
4
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世
2
』
所
収
）。
な
お
、
年

次
に
つ
い
て
は
、
先
に
ふ
れ
た
二
通
の
七
月
十
五
日
付
け
毛
利
輝
元
書
状
（
写
）

の
宛
先
で
あ
る
、
市
川
元
好
・
神
田
元
忠
・
長
井
親
房
が
連
署
し
て
花
押
を
据
え

て
い
る
た
め
同
じ
場
所
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
内
容
が
赤
間
関
に
お

け
る
軍
勢
催
促
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
天
正
十
四
年
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。

22
　

「「
椙
杜
家
文
書
」
の
翻
刻
と
解
説
1

－

成
巻
文
書
（
中
世
）

－

」
14
。

23
　

「
長
井
家
文
書
」
二
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世
3
』
所
収
）。

24
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
一
一
五

　
湯
原
文
左
衛
門

　
85
。

25
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
一
一
八

　
内
藤
弥
兵
衛

　
9
。

26
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
一
一
八

　
内
藤
弥
兵
衛

　
10
。

27
　

蔵
田
就
貞
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
五
年
三
月
六
日
付
け
井
上
七
郎
兵
衛
尉
（
元

治
）・
蔵
田
東
市
助
（
就
貞
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写
に
「
御
渡
海
船
之
儀
、
時

宜
可
然
相
調
之
旨
注
進
承
知
候
、
一
段
可
然
肝
要
候
」
と
あ
る
。
秀
吉
の
渡
海
船

を
調
達
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
三
月
十
五
日
付
け
井
上
七
郎
兵
衛
尉
（
元

治
）・
蔵
田
東
市
助
（
就
貞
）
宛
て
毛
利
輝
元
書
状
写
に
は
「
其
元
船
さ
い
は
ん

の
事
無
緩
候
者
肝
要
候
」
と
あ
り
、
船
を
差
配
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
（『
萩

藩
閥
閲
録
』
巻
一
四
九

　
井
上
与
一
右
衛
門

　
2
・
3
）。

　
ま
た
、
天
正
十
六
年
八
月
一
日
付
け
蔵
田
東
市
助
（
就
貞
）
覚
書
写
に
は
「
今

度
関
白
様
薩
州
為
御
退
治
、
被
向
御
馬
之
時
、
長
州
赤
間
関
渡
之
船
奉
行
之
事
、

井
上
七
郎
兵
衛
尉
方
我
等
両
人
承
候
、
然
処
於
関
鍋
之
要
害
、
関
白
様
両
人
事
被

召
出
、
御
座
敷

ニ

而
被
成
御
対
面
、
直
被
加
御
褒
美
、
殊
御
脇
差
致
拝
領
候
」
と

あ
る
。
蔵
田
就
貞
は
赤
間
関
船
奉
行
の
立
場
に
あ
り
、
鍋
城
の
「
御
座
敷
」
で
秀

吉
か
ら
褒
美
と
し
て
脇
差
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻

一
二
六

　
蔵
田
藤
左
衛
門

　
1
）。

28
　

神
田
元
忠
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
四
年
九
月
一
日
付
け
鼓
右
京
亮
宛
て
神
田
惣

四
郎
（
元
忠
）
書
状
に
「
今
度
立
花
衆
高

（

筑

前

国

）

鳥
居
被
取
懸
之
処
、
中
野
神
介
被
討
取

之
段
、
無
比
類
候
、
至
御
本
陣
注
進
之
条
、
則
可
被
成
御
褒
美
候
」
と
あ
る
。「
立

花
衆
」
が
筑
前
国
高
鳥
居
で
攻
め
ら
れ
た
際
、
鼓
右
京
亮
が
「
中
野
神
介
」
と
い

う
人
物
を
討
ち
取
っ
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
伝
え
た
う
え
で
、
本
陣
へ
の
注
進
が

あ
り
次
第
、
褒
美
を
与
え
る
と
神
田
元
忠
は
約
束
し
て
い
る
（「
三
吉
鼓
家
文
書
」

二
『
福
岡
市
史

　
資
料
編

　
中
世
2
』
所
収
）。

　
ま
た
、
九
月
六
日
付
け
吉
田
大
炊
助
宛
て
三
輪
与
三
兵
衛
尉
（
元
徳
）
書
状
写

に
「
先
以
先
日
大

（

豊

前

国

）

裏
表
辺
、
打
廻
之
折
節
、
別
而
御
粉
骨
、
御
手
柄
不
浅
候
、
不

図
御
御
帰

ニ

付
、
御
辛
労
之
通
、
然
々
神
田
へ
不
申
入
候
、
至
本
陣
、
自
我
等
式

茂
申
上
進
候
、
定
而
直
可
被
申
入
候
」
と
あ
る
。
宗
像
氏
家
臣
吉
田
重
政
の
息
子

大
炊
助
の
、「
大
裏
表
」
付
近
で
の
戦
闘
に
お
け
る
活
躍
を
称
え
た
う
え
で
、
予

想
外
な
こ
と
に
大
炊
助
が
帰
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
の
戦
功
を
神
田
元
忠
に
伝

え
て
い
な
い
。
三
輪
元
徳
か
ら
も
本
陣
へ
伝
え
る
が
、
大
炊
助
か
ら
も
直
接
報
告

す
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
日
に
あ
た
る
、
九
月
七
日
付
け
吉
田
伯

耆
守
（
重
致
）
宛
て
神
田
惣
四
郎
（
元
忠
）
書
状
写
に
は
「
先
度
大
裏
表
動
申
処
、

此
方
人
数
同
前

ニ

御
子
息
大
炊
助
殿
被
作
先
懸
、
敵
追
崩
候
、
無
比
類
趣
候
、
則

至
本
陣
申
上
進
候
之
条
、
如
何
様
可
被
申
入
候
」
と
あ
り
、「
大
裏
表
」
付
近
に
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お
け
る
合
戦
で
先
駆
け
の
功
名
を
立
て
た
大
炊
助
の
働
き
を
賞
賛
し
た
の
ち
、
神

田
元
忠
を
介
し
て
本
陣
へ
何
を
伝
え
て
ほ
し
い
か
と
尋
ね
て
い
る
（「「
新
撰
宗
像

記
考
証
」
所
収
文
書
」
一
一
・
一
二
『
宗
像
市
史

　
史
料
編

　
第
三
巻

　
近
世
』

所
収
）。

　
し
た
が
っ
て
、
天
正
十
四
年
九
月
に
入
る
と
、
神
田
元
忠
は
北
部
九
州
に
お
い

て
戦
功
報
告
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

29
　

天
正
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
小
早
川
隆
景
・
安
国
寺
（
恵
瓊
）・
黒
田

勘
解
由
（
孝
高
）
宛
て
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写
に
は
「
来
春
御
出
馬

ニ

付
而
、
路
次 

通
・
泊
之
様
子
書
立
、
安（

恵

瓊

）

国
寺
上
洛
之
節
可
被
越
候
、
御
泊
所
を
可
被
仰
付
候
、

次
路
次
通
御
法
度
之
儀
堅
被
仰
出
候
」
と
あ
り
、
来
春
秀
吉
が
戦
場
に
向
か
う
た

め
、「
路
次
通
」
や
「
泊
」
の
様
子
を
安
国
寺
恵
瓊
が
上
洛
す
る
時
に
伝
え
る
よ

う
命
じ
た
う
え
で
、「
御
泊
所
」
を
指
示
す
る
こ
と
や
、「
次
路
次
通
」
の
「
御
法

度
」
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会

校
訂
『
黒
田
家
譜

　
第
一
巻
』〈
文
献
出
版
、
一
九
八
三
年
〉
所
収
）。

30
　

「
九
州
御
動
座
記
」（『
九
州
史
料
叢
書

　
第
十
八

　
近
世
初
頭
紀
行
記
集
』〈
九

州
史
料
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
〉
所
収
）、
清
水
紘
一
著
『
織
豊
政
権
と
キ
リ
シ

タ
ン

－

日
欧
交
渉
の
起
源
と
展
開

－

』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）「
付
「
九
州

御
動
座
記
」」。

31
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
二
〇

　
桂
勘
右
衛
門

　
9
。

32
　

横
畠
渉
「
豊
臣
期
毛
利
氏
の
備
後
国
に
お
け
る
動
向

－

神
辺
周
辺
を
対
象
と
し

て

－

」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』
二
六
四
、
二
〇
〇
九
年
）。

33
　
「
譜
録

　
二
宮
太
郎
右
衛
門
辰
相
」
二
二
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』

所
収
）。

34
　

「
譜
録

　
桂
式
部
忠
澄
」
一
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
）。

35
　

「
不
動
院
文
書
」
一
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
』
所
収
）。
前
掲
本

多
注
3
論
文
。

36
　

山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
毛
利
家
文
庫

　
二
三
譜
録

　
桂
式
部
忠
澄
」
系
図
。

37
　

不
動
院
文
書
の
写
真
に
つ
い
て
は
、『
広
島
市
の
文
化
財
第
二
三
集

　
不
動
院
』

（
広
島
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）
で
も
確
認
で
き
る
。

38
　

山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
諸
家
文
書

　
桂
家
文
書
〈
下
関
長
府
〉
桂
家
譜

　
羽
仁

次
郎
右
衛
門
」。

39
　

「
天
和
家
状
」
に
関
し
て
は
、
岡
松
仁
「「
天
和
家
状
」
に
つ
い
て
」（『
下
関

市
立
歴
史
博
物
館

　
研
究
紀
要
』
一
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。
な
お
、
本
史
料

群
の
所
在
は
、
下
関
市
立
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
岡
松
仁
氏
の
御
教
示
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

40
　

天
正
十
四
年
十
二
月
十
九
日
付
け
二
宮
太
郎
右
衛
門
尉
（
就
辰
）
宛
て
毛
利
輝

元
書
状
写
に
は
「
関
白
様
御
下
な
ら
ハ
、
神

（
備
後
国
）

辺
に
て
御
宿
誘
調
候
事
、
其
外
御
座

所
な
と
に
て
の
あ
て
か
ひ
彼
是
可
入
候
」
と
あ
り
、
秀
吉
の
下
向
に
備
え
て
、
備

後
国
神
辺
で
の
「
御
宿
」
の
普
請
を
指
示
し
た
う
え
で
、「
其
外
御
座
所
」
の
設

営
で
必
要
な
経
費
を
準
備
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
（「
譜
録

　
二
宮
太
郎
右
衛
門
辰

相
」
二
一
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
）。
こ
こ
か
ら
、
毛
利
氏

は
、
秀
吉
の
「
御
座
所
」
を
「
御
宿
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

41
　

「
東
大
寺
文
書
」
一
五
九
（『
防
府
市
史

　
中
世
Ⅰ
』
所
収
）。

42
　

「
防
府
天
満
宮
文
書
」
一
三
二
（『
山
口
県
史

　
史
料
編

　
中
世
2
』
所
収
）。

43
　

『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書

　
山
陽
道
』（
山
口
県
教
育
委
員
会
、一
九
八
三
年
）。

44
　

『
防
府
市
史

　
通
史
1

　
原
始
・
古
代
・
中
世
』（
防
府
市
教
育
委
員
会
、
二

〇
〇
四
年
）。

45
　

前
掲
本
多
注
3
論
文
。

46
　

八
月
五
日
付
け
羽
仁
二
郎
右
衛
門
尉
（
栄
保
）
宛
て
小
早
川
隆
景
書
状
写
に
は

「
鯖
郡
路
次
等
之
儀
、
堅
固

ニ

申
付
馳
走
之
段
本
望
候
」
と
あ
り
、
羽
仁
栄
保
の
、

周
防
国
佐
波
郡
の
交
通
路
整
備
に
関
す
る
活
躍
は
本
望
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
諸
家
文
書

　
桂
家
文
書
〈
下
関
長
府
〉
桂
家
譜

　
羽
仁

次
郎
右
衛
門
」）。

47
　

「
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
文
書
〈
桂
文
書
〉」
六
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資

料
編
Ⅴ
』
所
収
）。

48
　

前
掲
本
多
注
3
論
文
。

49
　

「
久
芳
文
書
」
五
（『
広
島
県
史

　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
所
収
）。

50
　

『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
一
二
八

　
三
上
喜
左
衛
門

　
34
。
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（
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
）

【
付
記
】
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｊ
Ｐ
Ｍ
Ｊ

Ｓ
Ｐ
2
1
3
2
の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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Daimyo M-ori’s Transportation Policy in
Preparation for the Kyushu Campaign

Hiroki NAKAHARA

　　In July of the 13th year of the Tensho- era (1585), Hideyoshi, who had become kampaku, began preparations 

for the Kyushu campaign, which was planned for the following year. On 10th April of the same year, a 

shogunate license approved by Toyotomi Hideyoshi was issued to Terumoto Mo-ri. In it Hideyoshi gave 

instructions regarding the abolition of checkpoints on land and sea, the repair of roads leading to Kyushu, as 

well as the preparation of the Gozasho (Hideyoshi’s lodgings).

　　In this context, the problem arose over how to cross the Kanmon Straits in order to move the army from 

Honshu to Kyushu. So, in July of Tensho- 14, Terumoto built the Gozasho in Akamagaseki. And then, in January 

to March of Tensho- 15, with Hideyoshi’s move to Kyushu drawing near, it became increasingly significant to 

secure traffic routes to Kyushu. As a result, Terumoto prepared the Gozasho not only in Akamagaseki, but also 

all over the Sanyo Province. Furthermore, he built roads and bridges. This policy led to strengthening territorial 

control of each region.




